
古典の日推進委員会設置要綱

第１章　総則

（趣旨）

第１条　源氏物語千年紀委員会を承継し、平成２０年（２００８年）１１月１日に宣言された古典の日について、その宣言の趣旨に沿った事業を展開するため、財団法人京都文化交流コンベンションビューロー（以下、「法人」という。）に、古典の日推進委員会（以下、「委員会」という。）を設置する。

（事業）

第２条　委員会は、次に掲げる事業を行う。

（１）　古典の日推進事業の企画及び実施

（２）　古典の日推進事業の広報

（３）　関係団体との連携事業

（４）　その他、古典の日を推進するための事業

第２章　組織

（委員）

第３条 　委員会の委員は、法人の理事長を充てるほか、学識経験を有する者その他適当と思われるもののうちから、法人の理事長が委嘱する。

（会長及び副会長）

第4条　委員会に、会長１名及び副会長若干名を置く。

２　会長は、法人の理事長をもって充てる。

３　会長は、委員会を代表し、その業務を総理する。

４　副会長は、委員のうちから、会長が指名する。

５　副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

（古典の日推進よびかけ人）

第5条 源氏物語千年紀よびかけ人は、古典の日推進よびかけ人（以下、「よび
かけ人」という。）として、古典の日全般に関する重要事項について、大所高所から会長に意見を述べることができる。

（特別顧問）
第６条　特別顧問は、会長からの諮問に応じて、意見を述べることができる。

（特別委員）

第7条 委員会に、特別委員を置くことができる。

２　特別委員は、第２条に規定する事業と関わりのある団体の役員等のうちから、会長が委嘱する。

３　特別委員は、古典の日推進事業の実施に関し、会長に意見を述べることができる。

（アドバイザー）

第8条 委員会に、アドバイザーを置くことができる。

２　アドバイザーは、学識経験を有する者その他適当と思われる者のうちから、会長が委嘱する。

３　アドバイザーは、会長からの相談に応じるとともに、必要に応じて、総会に出席して意見を述べることができる。

（任期等）

第９条　委員、特別委員及びアドバイザーの任期は、委嘱の日から平成２４年（２０１２年）３月３１日までとする。

２　異動等により委員、特別委員及びアドバイザーの交代があった場合、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

３　よびかけ人は、委員会の解散をもって、その役割を終えるものとする。

第3章  総会

（総会）

第１０条　委員会総会（以下「総会」という。）は、委員をもって構成する。

（権能）

第1１条　総会は、次に掲げる事項を審議し、決定する。

（１） 委員会の事業計画及び予算に関すること。

（２） 委員会の事業報告及び決算に関すること。

（３） その他委員会の運営に関する重要事項に関すること。

（開催）

第1２条　総会は、必要に応じて会長が招集する。

２　総会は、委員の過半数の出席をもって成立する。

３　総会の議長は、会長がこれに当たる。

４　総会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

５　やむを得ない事由により総会に出席できない委員は、あらかじめ通知された事項につ

いて、書面で表決し、又は他の委員若しくは代理人に表決を委任することができる。

６　前項の場合における第４項の規定の適用については、その委員等は出席したものとみ

なす。

第４章　会長の専決処分

（会長の専決処分）

第1３条　会長は、総会を招集する暇がないと認めるときは、その議決すべき事項について、これを専決処分することができる。

２　会長は、前項の規定により専決処分したときは、これを次回の総会において報告し、その承認を求めなければならない。

第５章　会計等

（経費）

第1４条　委員会の経費は、関係団体からの負担金その他収入をもって充てる。

（会計年度）

第1５条　委員会の会計年度は、法人の会計年度と同じとする。

（謝金）

第1６条　よびかけ人若しくはアドバイザーが総会に出席する場合は、役務の提供に対する対価として適切な額の謝金を支払うことができる。

２　よびかけ人若しくはアドバイザー又は委員会が依頼する第三者が、委員会主催のフォーラム等で講演する場合も、前項と同様とする。

（旅費）

第1７条　よびかけ人若しくはアドバイザーが総会に出席する場合は、法人の就業規程第27条の規定を準用して、旅費を支給することができる。

２　よびかけ人若しくはアドバイザー又は委員会が依頼する第三者が、委員会主催のフォーラム等で講演する場合も、前項と同様とする。

　

第６章　解散

（解散）

第1８条　委員会は、古典の日推進事業が完了し、委員会の目的が達成されたときに、総会の決議により解散するものとする。

第７章　事務局　

（事務局）

第1９条　委員会の事務処理を行うため、事務局を置く。

２　事務局に、ゼネラルプロデューサー、シニアプロデューサー及びその他所要の職員を置く。

３　ゼネラルプロデューサーは、高度な専門的知識をもって、第２条に規定する事業を円滑に進めるため、企画と広報を担当するとともに、総合的に助言、指導する。

４　シニアプロデューサーは、事務局の事業・事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

５　前４項に定めるもののほか、事務局の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

第８章　補則

（会長への委任）

第２０条　この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

　附　則

１　この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。

２　平成１９年１月３０日に施行した源氏物語千年紀委員会設置要綱は、この要綱に置き換えるものとする。
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